
１３ 介護老人保健施設 

（１）基本報酬及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

★ 対象サービス…介護老人保健施設 

 

令和６年度の報酬改定では、在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護

老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、「入所前後訪問指導

割合」、「退所前後訪問指導割合」に係る指標の区分基準の引き上げ、並びに、支援相談員の

配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価す

る見直しが行われました。 

また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施

設類型ごと適切な水準にする見直しも行われました。 
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（参考）根拠法令等 

H27 厚労告 95 厚生労働大臣が定める基準  

九十 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準 

イ 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）の基準 

（１）次に掲げる算式により算定した数が四十以上であること。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ 

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

Ａ 算定日が属する月の前六月間において退所者のうち、居宅において介護を受ける

こととなったもの（当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限

る。）の占める割合が百分の五十を超える場合にあっては二十、百分の五十以下であ

り、かつ、百分の三十を超える場合にあっては十、百分の三十以下であった場合にあ

っては零となる数 

Ｂ 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上であった場合

は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上であった場合は十、百分の五未満

であった場合は零となる数 

Ｃ 入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以

内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定（退所後にその居宅

ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該

社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針
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の決定を行った場合も含む。）を行った者の占める割合が百分の三十以上であった場

合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上であった場合は五、百分の十未

満であった場合は零となる数 

Ｄ 入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は

退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該

者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者（退所後にその居宅で

はなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社

会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。）の占める割合

が百分の三十以上であった場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上で

あった場合は五、百分の十未満であった場合は零となる数 

Ｅ 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する

通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につい

て、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサー

ビスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施しているときは

三、いずれか二種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーショ

ンを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施している場合又は

いずれも実施していない場合は零となる数 

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が、

五以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚

士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ〇・二以上で

ある場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三

未満である場合は零となる数 

Ｇ 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除し

た数に百を乗じた数が三以上の場合は五、三未満であり、かつ、二以上の場合は三、

二未満の場合は零となる数 

Ｈ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四

又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上であった場合は五、百分の五十未

満であり、かつ、百分の三十五以上であった場合は三、百分の三十五未満であった場

合は零となる数 

Ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀（かく）痰（たん）吸引が

実施された者の占める割合が百分の十以上であった場合は五、百分の十未満であり、

かつ、百分の五以上であった場合は三、百分の五未満であった場合は零となる数 

Ｊ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の

占める割合が百分の十以上であった場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五

以上であった場合は三、百分の五未満であった場合は零となる数 

（２） 地域に貢献する活動を行っていること。 
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＜Ｑ＆Ａ＞平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.1） 

問 101 平成 30 年度介護報酬改定において見直された介護保健施設サービス費（Ⅰ）及 

び在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定する介護老人保健施設における在宅復 

帰在宅療養支援等評価指標等の要件については、都道府県への届出を毎月行う必 

要があるのか。また、算定要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費及 

び加算の算定はどのように取り扱うのか。 

答 101 在宅復帰在宅療養支援等評価指標として算出される数が報酬上の評価における 

   区分変更を必要としない範囲での変化等、軽微な変更であれば毎月の届出は不要 

   である。 

        例えば、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が 24 から 36 に変化した場合には、 

区分の変更が生じない範囲での変化となる。一方で、在宅復帰・在宅療養支援機能 

加算（Ⅰ）を算定している施設について、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が４２ 

から３８に変化した場合には、区分の変更が生じる範囲での変化となる。 

ただし、要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとな 

るよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくな

った翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設

サービス費及び加算を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を

満たした場合には翌々月の届出は不要である。 

また、在宅強化型から基本型の介護保健施設サービス費を算定することとなっ 

た場合に、当該施設の取組状況において、在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

の算定要件を満たせば、当該変更月より在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）を 

算定できる。 

なお、算定要件を満たさなくなった場合の取扱いについては、平成 30年度介護 

報酬改定前の介護保健施設サービス費（Ⅰ）（ⅰ）又は（ⅲ）（改定前の従来型）に

ついては、改定後の介護保健施設サービス費（Ⅰ）（ⅰ）又は（ⅲ）（改定後の基本

型）と、改定前の在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、改定後の在宅復帰・

在宅療養支援機能加算（Ⅰ）と、改定前の介護保健施設サービス費（Ⅰ）（ⅱ）又

は（ⅳ）（改定前の在宅強化型）については、改定後の介護保健施設サービス費（Ⅰ） 

（ⅱ）又は（ⅳ）（改定後の在宅強化型）とみなして取り扱うこととする。 

 

問 102  基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化

型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強

化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。 

答 102  入所者の入所中に、介護老人保健施設の基本施設サービス費の種類が変更とな

った場合であっても、当該入所者の入所日は、基本施設サービス費が変わる前の

入所日である。なお、短期集中リハビリテーション実施加算等の起算日について

も同様の取扱いとなる。 

問 103 介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算の 
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要件における「算定日が属する月の前６月間」及び「算定日が属する月の前３月 

間」とはどの範囲なのか。 

答 103 介護保健施設サービス費（Ⅰ）においては、届出が受理された日が属する月の翌 

月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するもの 

であり、「算定日が属する月の前６月間」又は「算定日が属する月の前３月間」と 

は、算定を開始する月の前月を含む前６月間又は前３月間のことをいう。 

ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、 

算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとして

も差し支えない。 

なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設 

サービス費についても同様の取扱いである。 

       

（参考） 平成 30 年６月から算定を開始する場合 

・算定日が属する月の前６月間…平成 29 年 12 月から平成 30 年５月まで 

（算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成 29

年 11 月から平成 30年４月まで） 

・算定日が属する月の前３月間…平成 30 年３月から５月まで 

※ 平成 24 年Ｑ＆Ａ（平成 24年３月 16 日）問 199 の修正。 

 

問 104  平成 29 年５月１日以降に開設された介護老人保健施設であって、現に在宅復

帰・在宅療養支援機能を発揮するため努力をしている施設及び平成 30 年４月１

日以降に開設される介護老人保健施設について、介護保健施設サービス費（Ⅰ）

又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件における実績は、どのように取

り扱うのか。 

答 104 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等指標を丁寧に把握するため 

には、算定要件における実績を算出するための期間を十分に設け判定することが 

重要である。 

そのため、平成 29年４月１日以降に開設された介護老人保健施設及び平成 30 

年４月１日以降に開設される介護老人保健施設のうち、在宅復帰・在宅療養支援機

能を発揮するため必要な取り組みを行う施設については、開設日が属する月から

１年間に限り、基本型の基本施設サービス費を算定可能とする。また、当該１年間

を超えて、引き続き基本型の基本施設サービス費を算定する場合にあっては、改

めて体制を届け出る必要がある。 

例えば、平成 29年６月中に開設した介護老人保健施設であって、在宅復帰・在

宅療養支援機能を発揮するため必要な取り組みを行っている施設については、基

本型の基本施設サービス費の算定要件の適否を問わず、平成 30年５月末まで基本

型の基本施設サービス費を算定することが可能。 

ただし、開設後１年間に満たない場合において、算定要件における実績を算出す 
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るための期間を満たした上で、在宅強化型の基本施設サービス費又は在宅復帰・在

宅療養支援機能加算の算定要件を満たす場合については、届け出の規定に従い、適

切な基本施設サービス費等の届出を行うことができる。 

 

令和５年９月 15 日 連名事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所の人員基準等の臨時的な取扱いについて 

問１ 介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生した 

場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所の一時停止を行った場合、介護老人

保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基

準において、「算定日が属する月の前６月間」等の指標の算出に当たって使用する月

数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か（令和 9 年 3 月 31 日ま

で）。 

答１ 可能である。ただし、入退所を一時停止する期間及びその理由を事前に許可権者に 

伝えるとともに、記録しておくこと。なお、新型コロナウイルス感染のない者の入退

所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。 

 

（２）短期集中リハビリテーション実施加算 

★ 対象サービス…介護老人保健施設 

 

 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が、その「入所の日から起算して３月以内の期間」に、「20 分以上の個別リハビリテーシ

ョン」を「１週につきおおむね３日以上」実施する場合、実施した１日ごとに加算を算定す

ることが出来ます。（加えて、入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行い、評価結果

等の情報を厚生労働省に提出している場合は、加算Ⅰが算定可能です。） 

 また、本加算は、令和６年度介護報酬改定により、効果的なリハビリテーションを推進す

る観点から、ADL 等の評価を行う取組等を評価する新たな区分（（Ⅰ）・（Ⅱ））が設けられま

した。 

 なお、認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションの必要性があ

り、別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われていれば、同日に重複して算定

が可能です。 
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過去３月間の間に介護老人保健施設に入所 

 なし…算定可 

     ４週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合で、…算定可 

    短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者 

 あり   

  ４週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合で、…算定可 

    所定の状態である者 

      

 

 

 

 

 

 

 

（参考）根拠法令等  

Ｈ12 老企 40 第２の６（14） 

短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～④ （略） 

⑤ 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、入所者に対して、原則として入所時及び

１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提

出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うこととする。 

・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を

急性発症した者 
・上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち三種類以上の複合損傷)、 

脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、
運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者 
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⑥ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ

の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務 処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。  
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用

し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計画に基づくリハ

ビリテーションの実施（Do）当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該

計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービス

の質の管理を行うこと。  
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する 能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

＜Ｑ＆Ａ＞平成 18 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.4） 

問４ 老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した

場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。 

答４ 短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が

無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介

護の入所日からとなる。（初期加算の算定に準じて取り扱われたい｡） 

 

＜Ｑ＆Ａ＞平成 24 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.1） 

問 211 「過去３月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」

こととされたが、過去３月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リ

ハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。 

答 211 短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去３月の間に

介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。 
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